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 資料２  

 

北本市高齢者福祉計画 2018・第 7期介護保険事業計画の概要 

 

１ 北本市高齢者福祉計画 2018・第 7期介護保険事業計画の位置づけ 

○ 第五次北本市総合振興計画（2016～2025年）は、総合的かつ計画的な市政の運営を進

めるため、市の最も上位の計画として策定したもので、①まちづくりの方向性を示す

「基本構想」、②実現のための「基本計画」、③主要な事業を示す「実施計画」で構成

されている。同基本構想では、「市民との協働による持続可能なまちづくり」を基本理

念と定めている。 

○ 本計画は、「北本市総合振興計画」のなかの保健・医療・福祉に位置付けられたもの

である。また、「北本市地域福祉計画」を上位計画とし、市の関連部署の諸計画、国や

県の関連計画との整合性を図って策定・実施するものである。  

 

図１．北本市高齢者福祉計画 2018・第 7期介護保険事業計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 第 7期計画の基本理念・基本目標・施策の体系 

図２．第 7期計画の基本理念・３つの基本目標・６つの施策領域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五次北本市総合振興計画（2016～2025 年） 

＜基本理念＞「市民との協働による持続可能なまちづくり」 

第二次北本市地域福祉計画（2018～2022 年） 

 

 

北本市高齢者福祉計画 2018・第 7期介護保険事業計画

（2018～2020 年） 

地域で支えあい、誰もがその人らしく安心して暮らし続けることができるまち 

基本理念 

基本目標１ 

いきいきとその人らしく 

健やかに暮らせるまち 
 
 

基本目標３ 

安心してサービスを 

受けられるまち 
 
 

基本目標２ 

住み慣れた地域で 

暮らし続けられるまち 
 
 ＜施策１＞ 

健康に暮らせるまち 

＜施策２＞ 

生きがいを持てるまち 

＜施策３＞ 

地域包括ケアシステム 

の深化・推進 

＜施策４＞ 

高齢者にやさしいまち 

づくり 

＜施策５＞ 

福祉サービスの充実 

＜施策６＞ 

介護サービスの充実 
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図３．施策の体系 
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３ 第 7期計画の目次構成 

○ 第7期計画書は、第１部の総論と第２部の各論で構成。 

○ 各論では、６つの施策ごとに章立てを実施。 

 

図４．第 7期計画の目次構成 

 

第１部：総論 

第１章 計画の趣旨と概要 

第２章 高齢者を取り巻く現状と課題 

第３章 基本理念と基本目標 

 

第２部：各論 

第１章 健康に暮らせるまち（施策１） 

第２章 生きがいを持てるまち（施策２） 

第３章 地域包括ケアシステムの深化・推進（施策３） 

第1節 地域包括ケアシステムの推進体制の充実 

第2節 地域包括支援センターの機能強化 

第3節 介護予防・日常生活支援総合事業の推進 

第4節 生活支援体制整備事業の推進 

第5節 認知症施策の推進 

第6節 在宅医療・介護連携の推進 

第7節 地域ケア会議の充実 

第8節 高齢者の住居安定に係る施策との連携 

第４章 高齢者にやさしいまちづくり（施策４） 

第５章 福祉サービスの充実（施策５） 

第６章 介護サービスの充実（施策６） 

第７章 介護サービス量等の見込み 

第８章 介護保険給付費等の見込み 
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４ 第 7期計画の検討体制と検討内容 

○ 第7期計画では、策定幹事会及び策定委員会を各４回開催しながら、計画策定を進めて

きた。 

 

図５．委員会の開催状況と審議内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 


